
制約１ 指定管理者に事業収入の見込みがない
という事業性の制約

制約１ 指定管理者に事業収入の見込みがない
という事業性の制約

横浜市の指定管理者における市営住宅の特殊性
二つの制約

横浜市の指定管理者における市営住宅の特殊性
二つの制約

制約２ 空白が許されず、サービスの競争が成り立
たない管理構造
住宅供給公社の位置づけ

制約２ 空白が許されず、サービスの競争が成り立
たない管理構造
住宅供給公社の位置づけ

本調査業務の基本的立脚点本調査業務の基本的立脚点

○分権時代の行政経営として民間の活力の十分な活用が必要○分権時代の行政経営として民間の活力の十分な活用が必要

○民間企業が企業努力による収益構造を確立できるよう配慮が必要○民間企業が企業努力による収益構造を確立できるよう配慮が必要

○公社といえども企業経営としての姿勢が必要○公社といえども企業経営としての姿勢が必要

○市営住宅の持続可能な管理に資するしくみづくりが必要○市営住宅の持続可能な管理に資するしくみづくりが必要

本調査業務の問題意識本調査業務の問題意識

○指定管理者制度本格実施への対応○指定管理者制度本格実施への対応

○管理代行制度についての考え方の整理○管理代行制度についての考え方の整理

市営住宅管理にかかわる各主体に求められる特性と現状

◇居住者の安全性・快適性
○これまでと変わらない安全性・快適性
○高齢化によりコミュニティ維持が難しくなっている市営住宅

◇市の継続性・責任と経済性
○市の責任の第一義は継続性
○行政経営の視点から見た経済性の追求

◇公社の指導性、地域性
○民間事業者への指導性を発揮している公社
○市域全体を対象に市営住宅管理ノウハウを蓄積している公社

◇指定管理者の事業性・創造性
○市営住宅部門で赤字を抱える公社
○効率化、低コスト化によって事業運営にあたっている民間事業者
○新たな創造性発揮を阻害する “公平性”

◇居住者の安全性・快適性
○これまでと変わらない安全性・快適性
○高齢化によりコミュニティ維持が難しくなっている市営住宅

◇市の継続性・責任と経済性
○市の責任の第一義は継続性
○行政経営の視点から見た経済性の追求

◇公社の指導性、地域性
○民間事業者への指導性を発揮している公社
○市域全体を対象に市営住宅管理ノウハウを蓄積している公社

◇指定管理者の事業性・創造性
○市営住宅部門で赤字を抱える公社
○効率化、低コスト化によって事業運営にあたっている民間事業者
○新たな創造性発揮を阻害する “公平性”
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住宅供給公社住宅供給公社

民間事業者Ａ民間事業者Ａ

民間事業者Ｂ民間事業者Ｂ

指定管理者制度導入指定管理者制度導入 （平成１8年）

横浜市横浜市

居住者居住者

自治会・管理
運営委員会等

自治会・管理
運営委員会等

市営住宅市営住宅

指定管理者

市営住宅の管理市営住宅の管理

責任

事業性

安全性

快適性

地域性

継続性経済性

多様な居住者ニーズへの効率的、きめ細かな対応
個人情報保護の徹底
段階的導入、スムーズな制度移行
事前研修、連携

ここに着目する

指導性

創造性



１）民間指定管理者の経営上のメリットの追求
○継続意向の強い民間事業者の事業規模拡大
○大中規模修繕事業への指定管理者の参加
○創造的サービス事業の開発

２）公社が指定管理者であることの必要性
○公社の民間事業者への指導力は長期にわたって必要
○求められる公社の位置づけの明確化

横浜市における市営住宅管理の問題点と解決の方向

管理代行制度
○管理代行制度のメリットは市の人員削減と居住者へのサービスの迅速化
○管理代行制度は公社にのみ認められる

注：改良住宅は管理代行ができない。

管理代行制度の検討管理代行制度の検討

横浜市における市営住宅管理の将来の姿

１）民間企業の経営力と創造力の一層の活用
○市営住宅管理の効率化によるコストの削減、サービス強化

２）民間事業者の指導・育成に公社の関わりは不可欠
○公社のノウハウに基づく民間指定管理者の指導・育成

３）公社と指定管理者の関係の再規定化
○市営住宅管理の効率性・創造性に支障をきたす公社の二重構造
○公社＝市の構図の再規定化

４）管理代行と指定管理者の関係構築
○管理代行は指定管理者の上位機関
○求められる管理代行と指定管理者の役割分担

５）管理代行としての公社の役割
○指定管理者に対する統括業務（監督、指導、育成）
○民間指定管理者の事業性を担保する中規模修繕の指定管理者への発注
○公社の有する市営住宅管理ノウハウを民間の指定管理者に移転していく指導性

６）修繕事業に関する留意点
○市内経済循環に貢献する大中規模修繕
○求められる地元調達率設定の導入

７）民間指定管理者のあり方
○公社の指導に基づく管理ノウハウの早期取得
○中規模修繕受託による適正な収益の確保
○公社との連携による新たな付加サービスの提供

８）公社の管理代行への移行に伴う必要な経過措置
○管理代行への移行による権限委譲に向けた市の指導体制（経過期間）

９）横浜市の役割
○家賃の決定、トラブルによる法的措置（裁判等）等の残存権限
○管理代行、指定管理者への情報提供

１）民間企業の経営力と創造力の一層の活用
○市営住宅管理の効率化によるコストの削減、サービス強化

２）民間事業者の指導・育成に公社の関わりは不可欠
○公社のノウハウに基づく民間指定管理者の指導・育成

３）公社と指定管理者の関係の再規定化
○市営住宅管理の効率性・創造性に支障をきたす公社の二重構造
○公社＝市の構図の再規定化

４）管理代行と指定管理者の関係構築
○管理代行は指定管理者の上位機関
○求められる管理代行と指定管理者の役割分担

５）管理代行としての公社の役割
○指定管理者に対する統括業務（監督、指導、育成）
○民間指定管理者の事業性を担保する中規模修繕の指定管理者への発注
○公社の有する市営住宅管理ノウハウを民間の指定管理者に移転していく指導性

６）修繕事業に関する留意点
○市内経済循環に貢献する大中規模修繕
○求められる地元調達率設定の導入

７）民間指定管理者のあり方
○公社の指導に基づく管理ノウハウの早期取得
○中規模修繕受託による適正な収益の確保
○公社との連携による新たな付加サービスの提供

８）公社の管理代行への移行に伴う必要な経過措置
○管理代行への移行による権限委譲に向けた市の指導体制（経過期間）

９）横浜市の役割
○家賃の決定、トラブルによる法的措置（裁判等）等の残存権限
○管理代行、指定管理者への情報提供 2

地域性

横浜市まちづくり調整局横浜市まちづくり調整局

横浜市住宅供給公社
（管理代行）

横浜市住宅供給公社
（管理代行）

既存指定管理者A既存指定管理者A

既存指定管理者B既存指定管理者B

新規参入指定管理者新規参入指定管理者

管理対象の拡大管理対象の拡大

指定管理者指定管理者

指定管理者の募集・選定

出向
「権限」の移転
「入退居」管理の移転
長期計画修繕

統括（監督・指導・育成）

ノウハウの移転

職員移転 ノウハウの移転
計画修繕提案

小中規模修繕発注

市外施工業者市外施工業者

市内施工業者市内施工業者

大中規模修繕発注

地元調達率設定

新規サービス展開新規サービス展開 基本サービス基本サービス

入居者
自治会・管理
運営委員会等

基本サービスの提供

小中規模修繕 大中規模修繕

事業者連携

市内18区方面別
全民間事業者による
指定管理者配置

市内18区方面別
全民間事業者による
指定管理者配置

横浜市営住宅管理体制
将来のあり方（仮説）

新
規
サ
ー
ビ
ス
範
囲
の
提
示

責任

経済性

継続性

事業性

安全性快適性

指導性

創造性
サービス工夫

赤字部門切り離し
人員の有効的整理
➭組織のスリム化
➭公的役割の堅持
➭縮小均衡

管理部門の縮小
➭組織のスリム化
➭公的責任の堅持

中規模修繕発注

地元調達率設定

一律（公平性）

追加サービスの提供

追加メニュー（競争）



検討の前提
（１）指定管理者枠の拡大想定
○民間の指定管理者の標準管理戸数は5千戸程度
○民間指定管理者への管理範囲の開放が５割、
指定管理者としての公社管理が５割

○民間の指定管理者選定に向けた選定方法の検討

（２）管理対象エリアのあり方
○管理エリアの単位は複数区
○市営住宅の立地特性を踏まえた管理エリア区分

（３）サービス機能強化のあり方
○居住者から求められているのは情報提供機能
○既存居住者以外にも目を向けたサービス向上

検討の前提
（１）指定管理者枠の拡大想定
○民間の指定管理者の標準管理戸数は5千戸程度
○民間指定管理者への管理範囲の開放が５割、
指定管理者としての公社管理が５割

○民間の指定管理者選定に向けた選定方法の検討

（２）管理対象エリアのあり方
○管理エリアの単位は複数区
○市営住宅の立地特性を踏まえた管理エリア区分

（３）サービス機能強化のあり方
○居住者から求められているのは情報提供機能
○既存居住者以外にも目を向けたサービス向上

現状の体制

横浜市まちづくり調整局横浜市まちづくり調整局

横浜市住宅供給公社

市からの業務委託

指
定
管
理
者

指
定
管
理
者

AB

指
定
管
理
者（公

社
）

業
務

委
託

指
定
管
理
者
の
募
集
・
選
定

相談

指導

当面目指すべき方向と体制（３つのケース）

指定管理者制度だけで進めるケース
（民間指定管理者枠の拡大のみ）

指定管理者制度だけで進めるケース
（民間指定管理者枠の拡大のみ）

横浜市営住宅管理体制
平成21年度に向けた構図（ケース１）
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中規模修繕
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の
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定

指定管理者選定

シナリオ

公社も指定管理者としてエントリーする

管理部門の残存
（従来通り）

公社指定管理者として残すことによって

ノウハウの蓄積・維持
（指定管理者の監督・指導・育成）ｃ

新規参入民間企業

現在の管理対象を縮小することによって

赤字幅を小さくする

これまでの蓄積を活用した

管理対象の拡大

指定管理者募集に関わ
る事務量増加

（指定管理者数増加に伴う）

管理代行への移行に向けて

明確な根拠を持つ
（設計・積算）

横浜市営住宅管理体制
平成21年度に向けた構図（ケース２）

横浜市まちづくり調整局横浜市まちづくり調整局

横浜市住宅供給公社

市からの業務委託➭管理代行

指
定
管
理
者

指
定
管
理
者

指
定
管
理
者

AB

指
定
管
理
者

指
定
管
理
者

C AB

中規模修繕

裁量権の移行によって

利益創出
（大中規模修繕）

権
限

予
算

条
件

管理代行への移行に向けて

残す権限を最小化
（家賃設定・法的対処）

指定管理者選定

シナリオ

公社は指定管理者としてエントリーする

管理代行への移行に向けて

体質改善を促す
（民間的発想・指定管理者間の公平性）

裁量権の移管によって

管理部門の縮小
（組織のスリム化）

新規参入民間企業

現在の管理対象を縮小することによって

赤字幅を小さくする

これまでの蓄積を活用した

管理対象の拡大

川崎市・川崎市住宅供給公社・千葉市・千葉市住宅供給公社ヒアリングを踏まえて

指
定
管
理
者（公

社
）

直営管理を残すことによって

ノウハウの蓄積・維持
（指定管理者の監督・指導・育成）

指定管理者募集に関わ
る事務量増加

（指定管理者数増加に伴う）

管理代行への移行によって

住民サービス向上
（処理・決断の迅速化）

指
定
管
理
者
の
募
集
・選
定

管理代行への移行に向けて

明確な根拠を持つ
（設計・積算）

横浜市営住宅管理体制
平成21年度に向けた構図（ケース３）
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AB

指
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指
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直
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公
社
直
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管
理C AB

中規模修繕

裁量権の移行によって

利益創出
（大中規模修繕）

制度上対象外の改良住宅は

市の条例で処理
（改良住宅も対象とする）

権
限

予
算

条
件

管理代行への移行に向けて

残す権限を最小化
（家賃設定・法的対処）

指定管理者選定

シナリオ

公社は指定管理者にエントリーしない

適格者がいない管理エリアが出てきた場合

管理代行（公社）が直営で管理する

管理代行への移行に向けて

体質改善を促す
（民間的発想・指定管理者間の公平性）

裁量権の移管によって

管理部門の縮小
（組織のスリム化）

直営管理を残すことによって

ノウハウの蓄積・維持
（指定管理者の監督・指導・育成）

新規参入民間企業

現在の管理対象を縮小することによって

赤字幅を小さくする

これまでの蓄積を活用した

管理対象の拡大

川崎市・川崎市住宅供給公社・千葉市・千葉市住宅供給公社ヒアリングを踏まえて

指定管理者募集に関わ
る事務量増加

（指定管理者数増加に伴う）

管理代行への移行によって

住民サービス向上
（処理・決断の迅速化）

指
定
管
理
者
の
募
集
・選
定

市からの業務委託➭管理代行

管理代行制度を導入するケース
（公社が指定管理者としても残る）

管理代行制度を導入するケース
（公社が指定管理者としても残る）

管理代行制度の本格導入ケース
（公社は指定管理者とならない）

管理代行制度の本格導入ケース
（公社は指定管理者とならない）

指定管理者制度だけで進めるケース
（民間指定管理者枠の拡大のみ）

指定管理者制度だけで進めるケース
（民間指定管理者枠の拡大のみ）

管理代行制度を導入するケース
（公社が指定管理者としても残る）

管理代行制度を導入するケース
（公社が指定管理者としても残る）

管理代行制度の本格導入ケース
（公社は指定管理者とならない）

管理代行制度の本格導入ケース
（公社は指定管理者とならない）

メリット デメリット 課題
市からの
業務委託

予算に基づく業務執行しかできない

指定管理者 公社の管理ノウハウ蓄積の継続

民間事業者 指定管理者 中規模修繕による収益が見込めない

コスト削減がない

公社

市

メリット デメリット 課題

管理代行者
大規模修繕の調整が可能
新規サービス創出が可能

指定管理者 公社の管理ノウハウ蓄積の継続
管理代行者と指定管理者の二重性
民間事業者との競争

民間事業者 指定管理者 中規模修繕による収益が見込める

コスト削減が可能 管理代行者への移管業務の発生

法的整備が必要
新制度導入に向
けた詳細な検討
と移行への体制
整備が必要

公社

市

メリット デメリット 課題

管理代行者
大規模修繕の調整が可能
新規サービス創出が可能

直営管理
公社の管理ノウハウ蓄積の継続
公社管理枠の設定が可能

民間事業者 指定管理者 中規模修繕による収益が見込める

コスト削減が可能 管理代行者への移管業務の発生

公社

市

法的整備が必要
新制度導入に向
けた詳細な検討
と移行への体制
整備が必要

3

現実路線 中期展望 理想型



取組姿勢取組姿勢

組織の安定性組織の安定性

管理業務提案管理業務提案

コスト縮減提案コスト縮減提案

実績実績 公営住宅管理の実績の有無（指定管理者実績の有無）公営住宅管理の実績の有無（指定管理者実績の有無）

管理対象市営住宅と一体的に管理している他の業務の存在管理対象市営住宅と一体的に管理している他の業務の存在

市営住宅の適正な管理運営に向けた基本的な考え方市営住宅の適正な管理運営に向けた基本的な考え方

経営組織の安定性経営組織の安定性

市営住宅管理運営に関する提案市営住宅管理運営に関する提案

コスト縮減の提案とその金額コスト縮減の提案とその金額

関連業務との一体性関連業務との一体性

従来の応募申請記載指示項目従来の応募申請記載指示項目

次年度の選定基準の方向市営住宅指定管理者評価シート（案）

新規応募申請記載指示項目新規応募申請記載指示項目

4

評価の視点 評価項目 評価方法 評価根拠

住宅・施設の維持管理

入居者管理

情報管理

緊急対応

入居者へのサービス体制

トラブル対応

人数 人
管理戸
数/人

戸/人

管理戸
数

戸
受託費
用/戸

千円/
戸

総合評価

実績等

創造性

継続性

地域性

内容

コスト縮減努力

コスト
縮減努
力の内
容

収益受託費

評価対象
指定管理者横浜市市営住宅指定管理者評価シート

コスト縮減努
力は行われ
ているか

事業報告書

人員体制は
適正か

収支は適正
か

事業経営の
健全性

事業収支

人員体制

市営住宅管理業務への適応性、
他の指定管理者の指導助言、
情報の共有化

指定管理者モ
ニタリング

自己申告

管理対象市営住宅と一体的に管理して
いる他の業務の存在

事業を行うことへの熱意、事業を行うこと
のインセンティブの有無

付加サービスの実施
付加サービ
スへの取組
は見られるか

事業報告

 黒字   0　　赤字

入居者から
不満は出て
いないか

入居者アン
ケート

入居者モニタ
リング

自己申告

安全性・快
適性の確保

千円


